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(57)【要約】
【課題】光音響イメージングを行う間に被検体の形状に
変化がある場合でも、被検体の特性情報を精度よく取得
する技術を提供することにある。
【解決手段】本発明の被検体情報取得装置は、光源と、
被検体からの光音響波を受信して電気信号を出力する複
数の変換素子を支持する支持体と、支持体に設けられ、
被検体の画像を取得する撮像部と、被検体と前記支持体
との相対位置を変化させる走査部と、被検体と支持体と
の第一の相対位置において取得された電気信号に基づい
て、被検体内部の第一の特性情報を取得するとともに、
第一の相対位置と異なる第二の相対位置において取得さ
れた電気信号に基づいて、被検体内部の第二の特性情報
を取得する特性情報取得手段と、第一の特性情報と第二
の特性情報との間の被検体内における位置ずれを、被検
体の位置情報に基づいて補正する補正手段を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生させる光源と、
　前記光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号を出力する
複数の変換素子と、
　前記複数の変換素子を支持する支持体と、
　前記支持体に設けられ、前記被検体の画像を取得する撮像部と、
　前記被検体と前記支持体との相対位置を変化させる走査部と、
　前記被検体と前記支持体との第一の相対位置において取得された電気信号に基づいて、
前記被検体内部の第一の特性情報を取得するとともに、前記第一の相対位置とは異なる、
前記被検体と前記支持体との第二の相対位置において取得された電気信号に基づいて、前
記被検体内部の第二の特性情報を取得する特性情報取得手段と、
　前記第一の特性情報と前記第二の特性情報との間の、前記被検体内における位置ずれを
、前記被検体の位置情報に基づいて補正する補正手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記位置情報は、前記被検体の体動を表す情報である
ことを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記支持体と前記被検体の間には音響マッチング材が配置されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記撮像部は、複数の前記相対位置のそれぞれで得られた前記画像の間で前記被検体の
特徴点を比較して前記位置情報を取得する
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記特徴点は、マーカまたは前記被検体の特徴的な構造物である
ことを特徴とする請求項４に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記支持体には、前記少なくとも一部の変換素子の受信感度の高い方向が集まる領域に
、前記被検体内部の特性情報が高い精度で得られる高感度領域が形成されるように前記変
換素子が配置され、
　前記特性情報取得手段は、それぞれの前記相対位置において前記高感度領域で得られた
前記特性情報の重ね合わせを行う
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記特性情報取得手段は、前記重ね合わせのときに、前記被検体の前記位置情報に基づ
いた補正を行う
ことを特徴とする請求項６に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記支持体は半球状の容器であり、前記撮像部は前記半球の極に配置された少なくとも
１台のカメラである
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　光を発生させる光源と、
　前記光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号を出力する
複数の変換素子と、
　前記複数の変換素子を支持する、前記被検体と間隔をおいて配置された支持体と、
　前記支持体に設けられ、前記被検体の外観の画像を取得する撮像部と、
　前記被検体と前記支持体との相対位置を変化させる走査を行う走査部と、
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　前記走査中における複数の前記相対位置において、前記撮像部が取得する前記画像に基
づいて、前記被検体の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記電気信号および前記位置情報に基づいて前記被検体内部の特性情報を取得する特性
情報取得手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項１０】
　複数の前記相対位置で得られた前記電気信号に補正を行うモードで動作することが可能
である
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１１】
　前記電気信号に対する補正は、前記音響波の遅延時間、前記変換素子の感度、および、
前記音響波の音速のうち、少なくとも一つのパラメータの補正である
ことを特徴とする請求項１０に記載の被検体情報取得装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーザーなどの光源から生体などの被検体に光を照射し、入射した光に基づいて得られ
る被検体内の情報を画像化する光イメージング装置の研究が医療分野で積極的に進められ
ている。この光イメージング技術の一つとして、光音響イメージング（Ｐｈｏｔｏａｃｏ
ｕｓｔｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ：ＰＡＩ）がある。光音響イメージングでは、光源から発生
したパルス光を被検体に照射し、被検体内で伝搬・拡散したパルス光のエネルギーを吸収
した被検体組織から発生する光音響波（一般的には超音波）を受信し、その受信信号に基
づき被検体情報をイメージング（画像化）する。
【０００３】
　光音響イメージングにおいて、腫瘍などの対象部位とそれ以外の組織との光エネルギー
の吸収率の差を検出するために、被検体組織に照射された光エネルギーを吸収して瞬間的
に膨張する際に発生する弾性波（光音響波）を探触子で受信する。この受信信号を数学的
に解析処理することにより、被検体内の情報、特に、初期音圧分布、光エネルギー吸収密
度分布、あるいは吸収係数分布などを取得できる。
【０００４】
　これらの情報は、被検体内の特定物質、例えば、血液中の酸素飽和度などの定量的計測
にも利用できる。近年、この光音響イメージングを用いて、小動物の血管像をイメージン
グする前臨床研究や、この原理を乳がんなどの診断に応用する臨床研究が積極的に進めら
れている（非特許文献１）。
【０００５】
　特許文献１には、半球上に音響センサが配置された探触子を用いて光音響イメージング
を行う光音響装置が記載されている。この探触子によれば、特定の領域（高感度領域）で
発生した光音響波を高い感度で受信できるので、特定の領域における被検体情報の分解能
も高くなる。また、特許文献１には、この探触子をある平面内で走査し、次に走査平面に
垂直な方向に探触子を移動させて別の平面内で走査し、このような走査を複数回行うこと
が記載されている。特許文献１に記載された走査方法により、広い範囲で分解能の高い被
検体の機能情報を取得できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１７９３４８号公報
【非特許文献】
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【０００７】
【非特許文献１】"Photoacoustic Tomography: In Vivo Imaging From Organelles to Or
gans", Lihong V.Wang, Song Hu, Science 335,1458(2012)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、被検体が生体の場合、呼吸などにより体動が発生する。特許文献１に記
載された走査方法において体動が生じた場合には、探触子が移動している間に、被検体と
探触子の相対位置関係が想定から外れる。その結果、再構成の精度に影響を及ぼす可能性
がある。特に、広い範囲で分解能の高い被検体の機能情報を得るために、複数回の走査で
得られた各々の高感度領域を繋ぎ合わせてボリューム情報を得る場合に体動が起きると、
高感度領域の繋ぎ合わせで位置ずれが発生してしまい、その部分の分解能が低下する。ま
た、体動以外の要因で被検体形状が変化する場合も同様の問題がある。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。その目的は、光音響イメージングを行
う間に被検体の形状に変化がある場合でも、被検体の特性情報を精度よく取得する技術を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　光を発生させる光源と、
　前記光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号を出力する
複数の変換素子と、
　前記複数の変換素子を支持する支持体と、
　前記支持体に設けられ、前記被検体の画像を取得する撮像部と、
　前記被検体と前記支持体との相対位置を変化させる走査部と、
　前記被検体と前記支持体との第一の相対位置において取得された電気信号に基づいて、
前記被検体内部の第一の特性情報を取得するとともに、前記第一の相対位置とは異なる、
前記被検体と前記支持体との第二の相対位置において取得された電気信号に基づいて、前
記被検体内部の第二の特性情報を取得する特性情報取得手段と、
　前記第一の特性情報と前記第二の特性情報との間の、前記被検体内における位置ずれを
、前記被検体の位置情報に基づいて補正する補正手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置である。
【００１１】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　光を発生させる光源と、
　前記光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号を出力する
複数の変換素子と、
　前記複数の変換素子を支持する、前記被検体と間隔をおいて配置された支持体と、
　前記支持体に設けられ、前記被検体の外観の画像を取得する撮像部と、
　前記被検体と前記支持体との相対位置を変化させる走査を行う走査部と、
　前記走査中における複数の前記相対位置において、前記撮像部が取得する前記画像に基
づいて、前記被検体の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記電気信号および前記位置情報に基づいて前記被検体内部の特性情報を取得する特性
情報取得手段と、
を有することを特徴とする被検体情報取得装置置である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光音響イメージングを行う間に被検体の形状に変化がある場合でも、
被検体の特性情報を精度よく取得する技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明に係る光音響装置の構成を表す図。
【図２】本発明に係る光音響装置の接続を示す図。
【図３】変換素子の感度特性を表す図。
【図４】支持体４００を上面から見た図。
【図５】実施例１に係る光音響装置の被検体の位置情報を取得する工程を示す図。
【図６】高感度領域Ｇの移動領域を示す図。
【図７】複眼カメラを用いた特徴点の距離を算出する方法を示す図。
【図８】ＸＺ平面における高感度領域Ｇの移動の推移を示した図。
【図９】実施例２に係る単眼カメラを用いた特徴点の距離を算出する方法を示す図。
【図１０】実施例３に係る単眼カメラを用いたパターン光投影法の構成を示した図。
【図１１】実施例４に係る被検体の情報を取得する工程を示す図。
【図１２】実施例４に係るオフライン処理の工程を示す図。
【図１３】実施例４に係る位置補正について説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。よって、この発明
の範囲を以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１５】
　本発明は、被検体から伝播する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、被検体情報取得装置またはその制御方法、あるいは
被検体情報取得方法や信号処理方法として捉えられる。本発明はまた、これらの方法をＣ
ＰＵやメモリ等のハードウェア資源を備える情報処理装置に実行させるプログラムや、そ
のプログラムを格納した記憶媒体としても捉えられる。
【００１６】
　本発明の被検体情報取得装置には、被検体に光（電磁波）を照射することにより被検体
内で発生した音響波を受信して、被検体の特性情報を画像データとして取得する光音響効
果を利用した装置（光音響装置）を含む。本発明により取得される特性情報は、光エネル
ギーの吸収率を反映した値である。例えば、光照射によって生じた音響波の発生源、被検
体内の初期音圧、あるいは初期音圧から導かれる光エネルギー吸収密度や吸収係数などは
、「光吸収に基づく特性情報」や「被検体内部の光学特性値」とも言える。特性情報はま
た、組織を構成する物質の濃度関連情報を含むものであり、機能情報とも呼ばれる。
【００１７】
　濃度関連情報は、複数波長分の光吸収に基づく特性情報を用いて求められる、被検体内
に存在する物質の濃度に関係する値を含む。具体的には、酸素飽和度、酸素飽和度に吸収
係数等の強度を重み付けした値、トータルヘモグロビン濃度、オキシヘモグロビン濃度、
デオキシヘモグロビン濃度などである。さらに、濃度関連情報は、グルコース濃度、コラ
ーゲン濃度、メラニン濃度、脂肪や水の体積分率などでもよい。また、被検体内の各位置
の濃度関連情報に基づいて、２次元または３次元の特性情報分布が得られる。分布データ
は画像データとして生成され得る。光学特性値に関する分布や濃度関連情報の分布は、特
性情報値分布である。
【００１８】
　本発明の被検体情報取得装置には、被検体に音響波を送信し、被検体表面や内部で反射
した音響波（エコー波）を受信して、被検体の特性情報を画像データとして取得する超音
波エコー装置を含む。この場合の特性情報は、被検体内の音響インピーダンスを反映した
情報であり、形態情報とも呼ばれる。
【００１９】
　本発明でいう音響波とは、典型的には超音波であり、音波、音響波と呼ばれる弾性波を
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含む。探触子等により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。ただし、本明
細書における超音波または音響波という記載は、それらの弾性波の波長を限定する意図で
はない。光音響効果により発生した音響波は、光音響波または光超音波と呼ばれる。光音
響波に由来する電気信号を光音響信号とも呼ぶ。
【００２０】
　以下の実施形態における光音響装置は、人や動物の悪性腫瘍や血管疾患などの診断や化
学治療の経過観察などを主な目的とする。よって被検体としては生体の一部、具体的には
人や動物の一部位（乳房、臓器、循環器、消化器、骨、筋肉、脂肪等）が想定される。検
査対象の物質としては、ヘモグロビン、グルコース、また、体内に存在する水、メラニン
、コラーゲン、脂質などを含む。さらには、体内に投与されたＩＣＧ（インドシアニン・
グリーン）等の造影剤等、光の吸収スペクトルが特徴的な物質であればよい。
【００２１】
　［実施例１］
　＜基本構成＞
　図１は、本実施例における光音響装置の概略図である。この装置は、光音響効果により
発生した光音響波の受信信号に基づいて被検体Ｅの光学特性などの情報（機能情報）を取
得する。また、図２は、本実施例における光音響装置の内部構成を示した図である。図１
、図２に示すように、装置は基本的な構成要素として、光源１００、光学系２００、変換
素子３００、データ取得部３１０、支持体４００、走査部５００、カメラ部６００、情報
処理装置７００、を備える。装置はまた、表示部としてのディスプレイ９００、入力部１
０００、形状保持部１１００、取り付け部１２００を備えても良い。以下、光音響装置の
各構成および測定に用いる構成について説明する。
【００２２】
　（被検体）
　測定の対象物である検体Ｅとして例えば、生体の乳房や手足などの部位、あるいは装置
の調整などに用いる生体の音響特性と光学特性を模擬したファントムが挙げられる。音響
特性とは具体的には音響波の伝搬速度および減衰率である。光学特性とは具体的には光の
吸収係数および散乱係数である。被検体Ｅにおける、光吸収係数の大きい光吸収体として
、生体では、ヘモグロビン、水、メラニン、コラーゲン、脂質などが挙げられる。ファン
トムでは、光学特性を模擬した物質を光吸収体として内部に封入する。なお、便宜上、図
１において被検体Ｅは破線で示している。
【００２３】
　（光源）
　光源１００はパルス光を発生させる装置である。光源としては大出力を得るため、レー
ザーが望ましい。ただしフラッシュランプや発光ダイオードなどでもよい。光音響波を効
果的に発生させるためには、被検体Ｅの熱特性に応じて十分短い時間に光を照射させなけ
ればならない。被検体Ｅが生体の場合、パルス光のパルス幅を数十ナノ秒以下にすること
が望ましい。また、パルス光の波長としては、生体の窓と呼ばれる、波長７００～１２０
０ｎｍ程度の近赤外領域が望ましい。この領域の光は比較的生体深部まで到達するので、
深部の特性情報を取得できる。生体表面部の測定に限定すれば、５００～７００ｎｍ程度
の可視光から近赤外領域も使用してもよい。さらに、パルス光の波長は観測対象に対して
吸収係数が高いことが望ましい。
【００２４】
　（光学系）
　光学系２００は、光源１００で発生させたパルス光を、所望の光分布となるように形状
や光密度を変更して被検体Ｅへ導く装置である。具体的には光学系２００は、光ファイバ
ー、ミラー、レンズ、プリズム、拡散板などの光学機器で構成できる。本実施例において
光学系２００は、半球状の支持体の曲率中心の領域を照明するように構成されている。
【００２５】
　また、生体組織に照射することが許される光の強度は、以下に示す安全規格によって最



(7) JP 2017-38917 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

大許容露光量（ＭＰＥ：ｍａｘｉｍｕｍ　ｐｅｒｍｉｓｓｉｂｌｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ）
が定められている。（ＩＥＣ　６０８２５－１：Ｓａｆｅｔｙ　ｏｆ　ｌａｓｅｒ　ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ、ＪＩＳ　Ｃ　６８０２：レーザー製品の安全基準、ＦＤＡ：２１ＣＦＲ　
Ｐａｒｔ　１０４０．１０、ＡＮＳＩ　Ｚ１３６．１：Ｌａｓｅｒ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄｓ、など）。
【００２６】
　最大許容露光量は、単位面積あたりに照射できる光の強度を規定している。このため被
検体Ｅの表面の広い面積に一括して光を照射することにより、多くの光を被検体Ｅに導け
る。その結果、光音響波を高いＳＮ比で受信できる。このため光をレンズで集光させるよ
り、図１の破線で示す様に、ある程度の面積に広げる方が好ましい。
【００２７】
　（変換素子）
　変換素子３００は、光音響波を受信して電気信号に変換する素子である。被検体Ｅから
の光音響波に対して、受信感度が高く、周波数帯域が広いものが望ましい。変換素子３０
０を構成する部材としては、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）に代表される圧電セラミッ
ク材料や、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子圧電膜材料などを使用
できる。また、圧電素子以外の素子を用いても良い。例えば、ｃＭＵＴ（Ｃａｐａｃｉｔ
ｉｖｅ Ｍｉｃｒｏ－ｍａｃｈｉｎｅｄ Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ
）などの静電容量型の素子、ファブリペロー干渉計を用いた変換素子、などを使用できる
。
【００２８】
　図３に、変換素子３００の受信感度特性の一例を示す。横軸は、変換素子３００の受信
面の法線方向と光音響波の入射方向とのなす入射角度である。縦軸は角度ごとの受信感度
特性を示す。図３の例では、受信面の法線方向から入射する場合の受信感度が最も高く、
入射角度が大きくなるほど受信感度が低くなる。なお、本実施例に係る変換素子３００は
、円形の平面形状の受信面を有しているが、受信面の形状はこれに限定されない。
【００２９】
　また、受信感度が、最大値Ｓに対して半分のＳ／２になるときの入射角度をαとする。
本実施例においては、変換素子３００の受信面に入射角度α以下で光音響波が入射する領
域を高感度に受信可能な受信領域とする。図１において、それぞれの変換素子３００の最
も受信感度の高い方向（指向軸）を一点鎖線で示す。
【００３０】
　なお、変換素子３００にはデータ取得部３１０が接続され、Ａ／Ｄ変換器と、ＦＰＧＡ
、ＡＳＩＣなどの論理回路で構成された構成となっている。変換素子３００を介して光音
響波を受信して得た電気信号を、データ取得部３１０のＡ／Ｄ変換器を用いてデジタルデ
ータに変換を行い、論理回路から情報処理装置７００にデータ転送が行われる。また、信
号強度を増幅する増幅器を設けることも好ましい。
【００３１】
　（支持体）
　図４は、支持体４００を上面から見た図である。本実施例の支持体４００は、真球を半
分に割った形状である半球状の容器である。円の中心部分は紙面に向かって奥方向に突出
している。支持体４００の内側の面には複数の変換素子３００が設置され、支持体４００
の底部の中心には、パルス光を被検体Ｅに照射する光学系２００と、被検体Ｅの外観の撮
像部であるカメラ部６００が設置されている。また、支持体４００の内側には、後述する
音響マッチング材８００が充填される。支持体４００は、これらの部材を支持するために
、機械的強度が高い金属材料などを用いて構成することが好ましい。
【００３２】
　支持体４００に設けられた複数の変換素子３００のそれぞれの素子の受信方向（指向軸
）が半球の曲率中心に向かうように、複数の変換素子３００は半球面上に配置されている
。図１は半球状の支持体４００を中心軸で切断した断面図であり、被検体Ｅの一部の領域
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（Ｇ）に、変換素子３００の受信方向（一点鎖線）が集束する。このような素子配置によ
り、支持体４００の曲率中心付近で発生した光音響波をより高感度に受信できる。
【００３３】
　このように複数の変換素子３００を半球状に配置した場合、後述する方法で受信信号を
用いて得られる被検体Ｅの機能情報は、半球の曲率中心の分解能が高く、中心から離れる
と分解能が低くなる。本実施例における高感度領域Ｇは、最も分解能の高い点から最も高
い分解能の半分の分解能となるまでの領域のことを指し、図１の二点鎖線で囲まれた領域
がこれに相当して高感度領域Ｇと定義される。なお、複数の変換素子３００の配置はこれ
に限られない。例えば、必ずしも複数の変換素子３００の指向軸が１点で交わらなくても
よい。
【００３４】
　また、支持体４００の半球面に配置される変換素子３００の実装パターンについては、
千鳥型配列、スパイラル配列、均等配列、ランダム配列等の様々な実装パターンが想定さ
れる。図４では、複数のスパイラル配列に沿って変換素子３００を等間隔に実装したパタ
ーンを示している。このような配置の場合には、各素子の指向軸が全て半球の曲率中心を
向いているので、球面の限られた一部分を未実装領域としても、領域Ｇの解像度に対して
は大きな影響はない。
【００３５】
　本実施例では、図４で示したように、支持体４００の底部の極近傍には変換素子３００
を実装せず、代わりに光学系２００とカメラ部６００、６１０をまとめて配置している。
これは、被検体Ｅに対して均等に光照射を行う目的と、カメラ部で被検体Ｅの全体像を撮
影する目的である。ただし、カメラ等の配置はこれに限定されない。図４の配置によれば
、極を中心にした同心円状のエリアを確保できる。すなわち、光学系２００を極に配置し
た場合には、光学系２００を中心にした同心円状のスペースを確保できる。そのため、カ
メラ部６００と６１０の２箇所は、光学系２００を挟んだ位置に設置されている。
【００３６】
　なお、カメラ部を３箇所以上に設置する場合は、半球状の極を中心に均等に配置するこ
とが望ましい。例えば、４組のスパイラル配列を用いて変換素子３００を配置する場合は
、半球状の支持体４００の中心部には４方向に変換素子が実装されない領域が存在する。
例えば、中心部には光照射を行う光学系２００を配置し、４方向の変換素子が実装されな
い領域の２つにカメラ、残りの２つの領域にマッチング液の給排水系の穴、残りにマッチ
ング液の温度を監視する温度センサを実装しても良い。符号６２０、６３０で示される位
置は、これらの構成を配置する候補となる。
【００３７】
　ｎ組のスパイラル配列を用いて変換素子３００を配置する場合は、半球状の支持体４０
０の中心部にはｎ方向に変換素子が実装されない領域が存在する。本発明のカメラはこの
ｎ方向に変換素子が実装されない領域に実装すると良い。スパイラル配列の組ｎが大きい
と変換素子が実装されない領域の数は増えるが各々の面積は小さくなるので、カメラを実
装する面積が得られなくなる。そのため、スパイラル配列の数は２以上、多くても８以下
であると好適である。
【００３８】
　一方、高感度領域Ｇで発生した光音響波を高感度に受信できるように、支持体４００に
より支持された複数の変換素子３００の少なくとも一部の素子の最も受信感度の高い方向
が高感度領域Ｇに向いていればよい。すなわち、複数の変換素子３００の少なくとも一部
の素子が高感度領域Ｇで発生する光音響波を高感度に受信することができるように支持体
４００に配置されていればよい。
【００３９】
　また、複数の変換素子３００の最も受信感度の高い方向同士が平行であるときと比べて
、複数の変換素子３００の最も受信感度の高い方向に沿った軸（指向軸）が集まるように
複数の変換素子３００が支持体４００に配置されていればよい。また、複数の変換素子３
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００の受信面が支持体４００に沿うように、複数の変換素子３００を配置しても良い。支
持体４００の形状は、本実施例のような半球状に限らず、上記のように複数の変換素子３
００を配置できる限り、いかなる形状であってもよい。
【００４０】
　本実施例に係る「曲面」は真球上の面以外の曲面も含まれる。すなわち、本実施例に係
る曲面は、曲面と見なせる程度の表面上の凹凸がある面や、曲面と見なせる程度の楕円体
（楕円を三次元へ拡張した形であり、表面が二次曲面からなる形）上の面も含む。また、
本実施例の支持体は、複数の平面がつながって形成された面でもよい。
【００４１】
　図１のように、高感度領域Ｇが、被検体Ｅが位置すると想定される位置に形成されるよ
うに複数の変換素子３００を配置することが好ましい。さらに、図１のように被検体Ｅの
形状を保持する形状保持部１１００がある場合は、形状保持部１１００付近に高感度領域
が形成されるように複数の変換素子３００を配置することが望ましい。
【００４２】
　（走査部）
　走査部５００は、支持体４００の位置を図１のＸ，Ｙ，Ｚ方向に移動することにより、
被検体Ｅと支持体４００の相対的な位置関係を変更する装置である。このため走査部５０
０は、不図示のＸ，Ｙ，Ｚ方向のガイド機構と、Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の駆動機構と、支持体４
００のＸ，Ｙ，Ｚ方向の位置を検出する位置センサを備えている。例えば、ある時点での
相対的な位置関係を第一の相対位置、別の時点での、第一の相対位置とは異なる位置関係
を第二の相対位置と定義できる。
【００４３】
　図１に示すように、走査部５００の上に支持体４００が積載されるため、ガイド機構と
しては大きな荷重に耐えられるリニアガイドなどが好ましい。また、駆動機構としては、
リードスクリュー機構、リンク機構、ギア機構、油圧機構、などを利用できる。駆動力は
モーターなどを利用できる。また、位置センサとしては、エンコーダー、可変抵抗器、な
どを用いたポテンショメータなどを利用できる。
【００４４】
　なお、本発明においては、被検体Ｅと支持体４００との相対的な位置を変化させればよ
いため、支持体４００を固定して被検体Ｅを移動させてもよい。被検体Ｅを移動させる場
合は、被検体Ｅを支持する支持部（不図示）を動かすことで被検体Ｅを移動させる構成が
考えられる。さらに、被検体Ｅと支持体４００の両方を移動させてもよい。
【００４５】
　また、移動は連続的に行うのが望ましいが、一定のステップを繰り返して移動しても良
い。走査部５００は、電動制御のステージであることが望ましいが、手動制御のステージ
でも良い。ただし、ここに挙げたものだけに限定されず、被検体Ｅと支持体４００のうち
少なくとも一方を移動可能に構成されていればよい。
【００４６】
　（カメラ部）
　カメラ部６００は、撮像部として被検体Ｅの外観の画像を取得する撮像装置である。カ
メラ部６００を、支持体４００の底部の中心近傍に設置することは、被検体Ｅの全体像を
撮影するために好適である。カメラ部６００から出力された画像信号に基づいて、情報処
理装置７００の画像処理部７３０により撮像画像が生成される。カメラ部６００としては
、通常の光学撮像装置のほか、被検体に応じて外観を撮像できる装置を利用できる。また
カメラ部６００は動画像を撮影できるものでも良い。
【００４７】
　ここで、半球の極に関してカメラ部６００の対角位置に、別のカメラ部６１０を追加す
ることも好ましい。カメラ部６００と６１０が異なる位置から撮像した２枚の画像を用い
た、ステレオ法などの三次元計測技術により、被検体Ｅの形状情報を精度よく取得できる
。ステレオ法においては、異なる位置のカメラで撮影した２つの像の間で任意の領域をマ
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ッチングする。そして、得られた視差に基づき、三角測量を用いて距離を計測できる。ス
テレオ法を用いて被検体Ｅの位置情報を検出するには、異なる位置で同時に撮影した２枚
以上の撮像画像上で、相互に対応する特徴点（対象物上の同一点を表す）を求めて、この
特徴点を計測する必要がある。特徴点として例えば、インクやシールを用いたマーカや、
ホクロまたは乳頭のような生体上の特徴的な構造物、などが利用できる。そして、画像の
間で対応する特徴点を比較することで、位置情報が得られる。
【００４８】
　（情報処理装置）
　情報処理装置７００は、情報処理部７１０と記憶部７２０、および画像処理部７３０を
有している。情報処理部７１０は典型的には演算処理ＣＰＵで構成され、画像処理部７３
０は画像処理ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ）などで構成され
ている。なお、情報処理部や画像処理部は、１つの素子や回路から構成されるだけではな
く、複数の素子や回路から構成されていてもよい。また、情報処理装置７００が行う各処
理をいずれの素子や回路が実行してもよい。記憶部７２０は、典型的にはＲＯＭ、ＲＡＭ
、およびハードディスクなどの記憶媒体から構成される。なお、記憶部は、１つの記憶媒
体から構成されるだけでなく、複数の記憶媒体から構成されていてもよい。情報処理装置
７００は単体の装置として構成されても良いし、複数のブロックが有線または無線で接続
され、共同動作するように構成されても良い。
【００４９】
　情報処理部７１０と画像処理部７３０により、複数の変換素子３００から出力された電
気信号を元に信号処理（画像再構成）を施すことで、被検体Ｅの機能情報を生成できる。
また、制御部としての情報処理部７１０は、バス２０００を介して光音響装置を構成する
各構成の動作を制御することができる。また、情報処理装置７００は、同時に複数の信号
をパイプライン処理できるように構成されていることが好ましい。これにより、被検体Ｅ
の機能情報を生成するまでの時間を短縮することができる。
【００５０】
　なお、情報処理装置７００が行うそれぞれの処理を、情報処理部７１０に実行させるプ
ログラムとして記憶部７２０に保存しておくこともできる。ただし、プログラムが保存さ
れる記憶部７２０には、不揮発性の記録媒体が必要である。情報処理装置７００の実行す
る機能のうち、位置情報取得に関する部分は位置情報取得手段とみなすことができる。情
報処理装置７００の実行する機能のうち、特性情報取得に関する部分は特性情報取得手段
とみなすことができる。特性情報取得手段が、第一の相対位置において取得された電気信
号に基づいて被検体内部の特性情報を取得した時、その特性情報を第一の特性情報と定義
できる。特性情報取得手段が、第二の相対位置において取得された電気信号に基づいて被
検体内部の特性情報を取得した時、その特性情報を第二の特性情報と定義できる。情報処
理装置７００の実行する機能のうち、第一の特性情報と第二の特性情報の間における位置
ずれの、位置情報に基づく補正に関する部分は、補正手段とみなすことができる。
【００５１】
　（音響マッチング材）
　音響マッチング材８００は、被検体Ｅと変換素子３００との間の空間を満たし、被検体
Ｅと変換素子３００を音響的に結合させる。形状保持部１１００を用いる場合、変換素子
３００と形状保持部１１００との間の空間、および形状保持部１１００と被検体Ｅとの間
の空間に音響マッチング材８００を配置してもよい。それぞれの空間における音響マッチ
ング材８００は、同種でも良いし異種でも良い。
【００５２】
　音響マッチング材８００は、被検体Ｅおよび変換素子３００に音響インピーダンスが近
い材料であることが好ましい。さらに、音響マッチング材８００は、被検体Ｅおよび変換
素子３００の中間の音響インピーダンスを有する材料であることがより好ましい。また、
音響マッチング材８００は、光源１００で発生するパルス光を透過する材料であることが
好ましい。また、音響マッチング材８００は液体であることが好ましい。具体的に音響マ



(11) JP 2017-38917 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

ッチング材８００としては、水、ひまし油、超音波用のジェルなどを利用できる。
【００５３】
　（ディスプレイ）
　ディスプレイ９００は、情報処理装置７００から出力される被検体Ｅの機能情報を分布
画像や高感度関心領域の数値データなどで表示する装置である。例えば、液晶ディスプレ
イ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、ＦＥＤなどを利用できる。なお、デ
ィスプレイ９００は、本発明の被検体情報取得装置とは別に提供されても良い。
【００５４】
　（入力部）
　入力部１０００は、ユーザーが情報処理装置７００に所望の情報を入力したり選択した
りするための装置である。入力部１０００としては、キーボード、マウス、タッチパネル
、ダイヤル、およびボタンなどを利用できる。入力部１０００としてタッチパネルを採用
する場合、ディスプレイ９００が入力部１０００を兼ねるタッチパネルであってもよい。
【００５５】
　（形状保持部）
　形状保持部１１００は、被検体Ｅの形状を一定に保つための部材である。形状保持部１
１００は、取り付け部１２００に取り付けられている。なお、被検体Ｅの形状やサイズな
どに合わせて、複数の形状保持部１１００を交換して用いてもよい。この場合、取り付け
部１２００は複数の形状保持部を取り付け、取り外し可能に構成する。
【００５６】
　形状保持部１１００を介して被検体Ｅに光を照射する場合、形状保持部１１００は照射
光に対して透明であることが好ましい。例えば、形状保持部１１００の材料としては、ポ
リメチルペンテンやポリエチレンテレフタラートなどを用いることができる。また、被検
体Ｅが乳房である場合、乳房形状の変形を少なくして形状を一定に保持するために、形状
保持部１１００の形状としては、球をある断面で切った球冠形状や、カップ状などが好ま
しい。なお、被検体Ｅの体積や保持後の所望の形状に応じて、形状保持部１１００の形状
を適宜設計できる。
【００５７】
　＜光音響装置の作動＞
　次に、被検体Ｅの位置情報を取得して、被検体Ｅの機能情報が生成されるまでの動作に
ついて、図５に示した工程図を用いて説明する。ステップＳ１００は、形状保持部１１０
０に被検体Ｅを挿入する工程である。このとき、支持体４００と形状保持部１１００との
間、および形状保持部１１００と被検体Ｅとの間に、音響マッチング材８００を満たす。
【００５８】
　ここで、被検体Ｅの体積が形状保持部１１００の容積に対して大きければ、被検体Ｅの
外形形状を形状保持部１１００の外形形状と同じとみなせるので、生体の体動の影響を考
慮する必要は無い。しかしながら、被検体Ｅの体積には個人差が有り、形状保持部１１０
０の容量より小さい場合には、音響マッチング材８００が充填された隙間が生じる。その
結果、生体の体動の影響が起きる。特にスクリーニング診断のような画像装置として使用
する場合には、被検体Ｅの様々なサイズを想定して大きめの形状保持部を設けることにな
るので、体動の影響は避けられない。
【００５９】
　ステップＳ２００は、走査部５００により、支持体４００を移動領域内の所望の位置へ
移動させる工程である。走査部５００は、移動領域内の測定が開始される第一の測定位置
に支持体４００を移動させる。第一の測定位置における支持体４００の位置情報が情報処
理装置７００に送られ、記憶部７２０に第一の測定位置情報として保存される。
【００６０】
　この時の移動領域としては、被検体Ｅを保持する形状保持部１１００で囲われた領域を
設定することが望ましい。すなわち、領域設定部としての情報処理部７１０が、形状保持
部１１００の形状情報に基づいて支持体４００の移動領域を設定する。なお、技師などが
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入力部１０００で領域を設定してもよい。またこのとき領域以外にも、測定に関する諸条
件（測定精度、測定時間、測定対象、所与の光学係数など）の入力を促しても良い。
【００６１】
　図６は、走査に伴う高感度領域Ｇの移動の軌跡を、形状保持部１１００のサイズと対比
させた様子を垂直方向から見た様子を示す。情報処理部７１０は、図６に示すように、高
感度領域Ｇが形状保持部１１００の内側に形成されるように、支持体４００のＸ，Ｙ，Ｚ
方向の移動領域を設定する。より好ましくは、被検体内部に高感度領域Ｇが形成する。高
感度領域Ｇの位置や大きさは、複数の変換素子３００の配置や、どの程度の測定精度を求
めるかの条件によって決定される。そこで、情報処理部７１０は、形状保持部１１００の
形状情報と支持体４００上の複数の変換素子３００の配置の情報とに基づいて、高感度領
域Ｇが被検体内部に形成されるように移動領域を設定する。
【００６２】
　なお、予め複数の変換素子３００の配置から決定される高感度領域Ｇの大きさや位置の
情報が記憶部７２０に格納されていてもよい。この場合、情報処理部７１０は記憶部７２
０から読み出された高感度領域Ｇの大きさや位置の情報と、形状保持部１１００の形状情
報とに基づいて移動領域を設定すればよい。
【００６３】
　また、情報処理部７１０は、設定された移動領域内における光音響波の測定位置を適宜
設定する。ここでの測定位置は例えば、走査中に光を照射する位置や、光照射に続く一定
時間内に音響波を受信する位置として表される。例えば情報処理部７１０は、移動領域内
に一定の間隔で測定位置を設定し、光源１００および走査部５００の駆動を制御する。
【００６４】
　さらに、測定位置間で高感度領域Ｇが重なるように光源１００および走査部５００の駆
動が制御されることが好ましい。すなわち、本実施例において高感度領域Ｇは球形状であ
るため、支持体４００が高感度領域Ｇの半径と等しい距離だけ移動するまでに少なくとも
一回はパルス光が照射されることが好ましい。これは、支持体４００が高感度領域Ｇの半
径と等しい距離を移動する間に、少なくとも１回は受信信号を取得することを意味する。
ある１回の光照射から次の光照射までの時間に支持体４００を移動させる距離が小さいほ
ど、重ね合わせの領域が増えるのでＳ／Ｎが向上する。しかしこの場合、移動速度が遅い
ため測定に時間がかかる。よって、移動速度と受信信号の取得時間の間隔に関しては、所
望のＳ／Ｎと測定時間を加味して、適宜設定すると良い。
【００６５】
　ステップＳ３００は、光源１００の光を被検体Ｅに照射して、発生した光音響波を複数
の変換素子３００で検出して受信信号を取得する工程である。情報処理部７１０は、第一
の測定位置情報に基づき支持体４００が第一の測定位置に位置すると判断すると、光源１
００が光を発生するように制御信号を出力する。光は光学系２００によって導かれ、音響
マッチング材８００を介して被検体Ｅに照射される。そして、被検体Ｅに照射された光が
被検体Ｅ内で吸収され光音響波が発生する。
【００６６】
　複数の変換素子３００は、音響マッチング材８００内を伝搬した被検体Ｅ内で発生した
光音響波を受信し、データ取得部３１０により受信信号としての電気信号に変換する。デ
ータ取得部３１０から出力された電気信号は情報処理装置７００に送られ、前述の第一の
測定位置情報と関連付けされて、記憶部７２０に第一の測定位置における電気信号として
保存される。なお本ステップの受信信号取得は、支持体の停止と移動を繰り返し、停止位
置で信号取得する方式に限るものではなく、支持体４００を連続的に移動させながら光照
射と信号取得を行うようにしても良い。この手法によれば、支持体４００の停止と移動を
繰り返す場合と比較して高速に走査が行えることに加えて、支持体４００に満たされた音
響マッチング材８００の液面の乱れを抑制しやすいという利点がある。
【００６７】
　ステップＳ４００は、受信信号に基づいて被検体Ｅの機能情報を取得する工程である。
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情報処理部７１０は、Ｓ３００で取得された受信信号に対して画像再構成アルゴリズムに
基づく処理を施すことにより被検体Ｅの機能情報を取得する。機能情報を取得するための
画像再構成アルゴリズムとしては、トモグラフィー技術で通常に用いられるタイムドメイ
ン、あるいはフーリエドメインでの逆投影などが用いられる。なお、再構成に多くの時間
をかけられる場合は、繰り返し処理による逆問題解析法などを用いてもよい。前述したよ
うに、Ｓ３００で取得された受信信号は被検体Ｅ内で発生した光音響波を高感度に受信し
て得られた高感度領域Ｇに由来する受信信号である。そのため、本工程では被検体Ｅ内の
機能情報を精度良く、すなわち、高い分解能および定量性をもって取得できる。
【００６８】
　Ｓ５００は、光源１００の光の照射に続けて、カメラ部６００、６１０で被検体Ｅを同
時に撮影して撮像画像を生成する工程である。この時に、光源１００から照射した光が撮
像画像に与える影響を低減することが好ましい。例えば、撮影のタイミングを更に遅延さ
せる方法や、カメラ部のレンズに光源１００の波長をカットするフィルターを入れる方法
、逆にカメラ部の撮影をした後に光の照射を行う方法など、が考えられる。また、1台の
カメラを用いて６００と６１０の２つの場所の画像を同時に取得する方法でも構わない。
すなわち、２つの場所にレンズを設けミラーで集光して１台のカメラに取り込み、同時に
２つの画像を撮影することも可能である。
【００６９】
　Ｓ６００は、複数の撮像画像から被検体Ｅの位置情報を取得する工程である。同時に撮
影された２枚の撮像画像を用いて、ステレオ法を用いた特徴点Ｐの距離を算出する方法に
ついて説明する。
【００７０】
　図７のように、それぞれのカメラ部の位置関係Ｌが求められているとすると、２台のカ
メラ部を用いて被検体を撮影して、被検体上のある特徴点Ｐとカメラ部に投影される画像
の関係は、三角測量で求められる。すなわち、注目している特徴点Ｐがカメラ部６００に
写る点の座標Ｐ１により角度θ１が算出され、カメラ部６１０に写る点の座標Ｐ２により
角度θ２が算出される。従って、２点間の距離Ｌと両端角θ１、θ２により、２台のカメ
ラ部から特徴点Ｐまでの距離Ｈを以下の式で取得できる。

【数１】

　したがって、光照射を行う前に２台のカメラ部で被検体Ｅを撮影して、被検体Ｅの各特
徴点の位置情報を得ることができるので、被検体Ｅの受信信号を得た時の位置情報として
対応をとることが可能である。
【００７１】
　Ｓ７００は、移動領域内での測定を繰り返すかどうかを判断する工程である。移動領域
内に測定が済んでいない箇所が残っている場合、測定を繰り返すと判断される。そして、
走査部５００により、被検体と支持体の相対的な位置関係を変化させる。その結果、設定
された移動領域内の第一の測定位置とは異なる第二の測定位置に支持体４００が移動する
。そして、支持体４００が第二の測定位置に位置するときに第一の測定位置における測定
と同様の工程を行い、第二の測定位置における電気信号と撮像画像が取得される。一方、
Ｓ２００で設定された移動領域内の全ての測定位置における被検体Ｅの電気信号と撮像画
像が取得された場合、次のステップに移行する。この時、被検体Ｅの位置情報に関しては
、第一の測定位置で取得した位置を基準値として確保し、第二の測定位置以降で取得した
位置は差分の加減で管理する方法が望ましい。ここで第一の測定位置および第二の測定位
置として示した書く位置は、本発明の第一の相対位置と第二の相対位置として捉えて良い
。
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【００７２】
　Ｓ８００は、被検体Ｅの位置情報を、高感度領域Ｇの測定位置情報に対応させることで
、被検体Ｅのボリューム情報を取得する工程である。高感度領域Ｇの測定位置情報は、形
状保持部１１００の形状情報と、支持体４００のＸ，Ｙ，Ｚ方向の移動領域に関する情報
から算出された位置情報である。なお、情報処理部７１０により設定された測定位置情報
は、記憶部７２０に保存されている。この測定位置情報は、支持体４００と形状保持部１
１００の相対位置を表わしていて、高感度領域Ｇの位置は支持体４００の走査位置にあわ
せて移動していることが示されている。
【００７３】
　図８（ａ）は、被検体Ｅが形状保持部１１００で固定され位置情報に変動が無い場合の
、ＸＺ平面における高感度領域Ｇの移動の推移を模式的に示した図である。図においては
高感度領域ＧがＸ方向に直線移動しているように描いているが、実際の移動方向はこれに
限られない。本図は、例えば、スパイラル移動または往復移動する高感度領域Ｇを、直線
移動に変換して示した図だと考えても良い。本実施例における高感度領域Ｇは球形状であ
る。支持体４００が高感度領域Ｇの半径と等しい距離を移動する間に、少なくとも１回は
光音響測定が行われ、被検体Ｅの撮像画像と受信信号が取得される。そして、記憶部７２
０に保存されている測定位置情報（ａ０～ａ８）を元に画像が重ね合わせられて、被検体
全域のボリューム情報が取得される。
【００７４】
　なお、重ね合わせる方向は移動方向（図８ではＸ方向）に限られない。例えば図６のよ
うにボリューム情報が得られる場合は、複数の方向に重ね合わせが可能である。重ね合わ
せの方法は任意であり、例えば重複するボクセルの値を単純に平均化する方法や、対象ボ
クセルの周囲の一定範囲内のボクセル値を重み付けして利用する方法がある。
【００７５】
　次に、被検体Ｅに体動がある場合の、ＸＺ平面における高感度領域Ｇの位置推移の模式
図を図８（ｂ）に示す。実際には高感度領域Ｇが上下するのではなく、被検体のうち高感
度領域と重畳する部分が上下するが、本図では便宜上、高感度領域により取得されたボリ
ューム情報の上下動として示す。この場合、被検体Ｅの基準位置からの差分を算出して重
ね合わせを行う必要がある。そこで、Ｓ６００で得られた被検体Ｅの位置情報と、記憶部
７２０に保存されている測定位置情報から、高感度領域Ｇの被検体Ｅに対する位置を算出
して、ボリューム情報への重ね合わせ位置を補正する。このように、体動に応じた位置情
報を反映した補正を行った上でボリューム重ね合わせが行われることで、好適な情報が得
られる。
【００７６】
　図８（ｂ）では、基準位置ｂ０に対してのＺ方向の位置変動は、破線で示した基準位置
との差分として現れる。そして、ｂ１～ｂ８の測定位置情報に被検体位置の差分情報を対
応させている。したがって、被検体Ｅの上下動作に合わせて、ボリューム重ね合わせに用
いる情報源を変化させることが可能になる。被検体の上下動があった場合の重ねあわせ方
法として、高感度領域Ｇから少しずれた位置のデータを使用できる。例えば図８（ｂ）の
ｂ１～ｂ３では、高感度領域Ｇが基準位置の高さより下にある。すなわち被検体はＺ方向
上方にずれたと考えられる。
【００７７】
　よって、ｂ０と同じ高さのイメージングを希望する場合、高感度領域ＧよりもＺ方向上
方のボリューム情報を利用すると良い。一方、ｂ５，ｂ６では被検体がＺ方向下方にずれ
たと考えられるので、高感度領域Ｇより下方のボリューム情報を利用する。逆に、重ね合
わせ後の情報においてＺ方向での高さが揃わなくなるものの、あくまでも高感度領域Ｇで
取得したボリューム情報を使用した重ねあわせを行っても良い。この場合でも、支持体４
００をＺ方向にも走査することによって、被検体の広い範囲を高感度領域Ｇに含めること
ができる。
【００７８】
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　本実施例によれば、被検体の位置情報を検出して、高感度領域Ｇとの相対位置の変化を
補正することにより、ボリューム情報の重ね合わせを良好に実施し、所望の領域における
被検体の特性情報分布を精度よく生成できる。その結果、体動などによる被検体Ｅの測定
位置のずれを低減し、分解能の低下を起こすことなく被検体の広い範囲をイメージングで
きるようになる。本実施例ではＺ方向の被検体の位置変化の補正について説明した。しか
し上記の手法は、Ｘ方向、Ｙ方向の体動や、それらを組み合わせた体動にも適用可能であ
る。本発明は、被検体の保持部材がない場合、被検体と保持部材との間に間隙がある場合
、保持部材がシート部材等の柔らかい材質で構成される場合など、被検体の形状が体動に
応じて変化しやすい場合に特に有効である。
【００７９】
　（変形例１）
　図５のフローでは、測定位置ごとに光照射と光音響波受信を行い、ボリューム情報を得
ていた。そして移動領域全体の走査が完了したのちに重ねあわせ処理を行っていた。しか
し、カメラや情報処理装置の性能によっては、測定位置ごとに体動の有無や程度を検出す
ることも可能である。その場合、走査部の性能によっては、次の測定位置において体動の
影響を補正し、所望の位置に高感度領域Ｇが形成されるように支持体を移動させても良い
。
【００８０】
　（変形例２）
　本発明は、半球形の支持体に指向軸が互いに異なる変換素子が高感度領域を形成するよ
うに配置された場合に限定されない。本発明は、被検体の形状が体動などにより変化しや
すく、変換素子と被検体が音響マッチング材等を介して間隔をおいて配置されている場合
に好適で用いられる。例えば支持体として、単素子プローブ、１Ｄリニアプローブ、２Ｄ
平面プローブを用いる場合でも、位置情報を用いた本発明の手法は適用できる。
【００８１】
　［実施例２］
　実施例１では、被検体Ｅの位置情報を取得する工程として、２台のカメラで撮影した画
像を使ったステレオ法について説明した。本実施例では、単眼のカメラを移動させて撮影
するカメラ移動方法について説明する。
【００８２】
　２台のカメラを用いて同時に撮影をする実施例１に対して、単眼のカメラを移動させて
異なる位置で撮影するカメラ移動方式でも、同様のステレオ法を用いた位置情報の取得が
可能となる。図９で示したカメラ６００と、特徴点Ｐの配置で説明する。まず、特徴点Ｐ
をカメラ６００が左側の位置で撮影して、第一の画像を得る。続いてカメラを距離Ｌだけ
移動させて、右側の位置で撮影して第二の画像を得る。そして、第一の画像と第二の画像
を用いて、被検体上の特徴点Ｐとカメラ部に投影される画像の関係から、三角測量によっ
て距離Ｈを算出できる。
【００８３】
　しかしながら、カメラが距離Ｌを移動している時間Ｔ２に、特徴点ＰがＰ’に移動した
場合、三角測量で計測される距離Ｈ’は、左側の地点から観察した特徴点Ｐと、右側の地
点から観察した特徴点Ｐ’の交点となるので、実際の距離Ｈとは異なった値となる。した
がって、被検体Ｅの位置変動の周期１／Ｔ１に対して、カメラの移動に要する時間Ｔ２の
比率が十分に小さいこと（Ｔ１＞＞Ｔ２となっていること）が求められる。
【００８４】
　以上説明したように、本実施例に係る被検体情報取得装置は、簡易な構成であっても、
被検体の位置情報を検出して、高感度領域Ｇの位置ずれを補正できる。その結果、所望の
領域における被検体のボリューム情報を高精度に取得できる。
【００８５】
　［実施例３］
　実施例１、実施例２では、被検体Ｅの位置情報を取得する工程として、受動型計測の一
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例であるステレオ法について説明した。本実施例では、対象となる被検体Ｅに対して、計
測の補助となる特定の光や電波等を照射する能動型計測について説明する。
【００８６】
　能動型計測とは、三次元計測をするために光、電波、音波などを対象の被検体Ｅに照射
し、その情報を利用して計測を行う方法である。例えば「光レーダー法」、「アクティブ
ステレオ法」、「照度差ステレオ法」などが知られている。「光レーダー法」とは、物体
に光、電波、超音波等を当て、戻ってくるまでの時間によって距離画像を得る方法である
。「アクティブステレオ法」とは、カメラを２台使う代わりに、１台を光を投影する装置
に置き換えて計測を行う方法で、投影する光の種類により様々な手法にさらに分類される
。「照度差ステレオ法」とは、対象の物体に対して複数の光源を使って、光源を切り替え
ながら写した複数の画像から面の方向を求める手法である。光源に近い物体の面の面素が
明るく写ることで光源方向に傾きを計測できるので、これを複数得ることで立体を計測で
きる。
【００８７】
　「アクティブステレオ法」の様々な手法は、スポット光投影法、スリット光投影法（光
切断法）、パターン光投影法などに分類される。スリット光投影法とは、スリット光を物
体に投影した状態で撮影を行い、その光の変化の度合いを取り出して計測を行う方法であ
り、1回の撮影で1本のスリットによる光切断像が得られる。パターン光投影法とは、単一
の投影パターン(例えばランダムなドットがちりばめられた大きな四角形パターン)を常に
対象表面に投影しておき、撮影した撮像画像からパターン内の各場所の移動量を画像処理
でとらえる方法である。
【００８８】
　本実施例では、能動型計測の「アクティブステレオ法」の中のひとつである、パターン
光投影法について説明する。図１０は、パターン光投影法で三角測量を本実施例に適用し
た構成図である。この方法も三角測量に基づく手法である。具体的には、被検体Ｅに対し
てあらかじめ定められた位置にあるパターン光投影装置１３００から一定の方向にパター
ン光Ｑ１～Ｑｎを投影し、被検体Ｅ上に映ったそのパターン光を別の位置に設置したカメ
ラ６００により撮影する。この時、カメラ６００の撮像画像に映っているパターン光Ｑ１
～Ｑｎの位置から、パターン光投影装置１３００の位置とカメラ６００の位置をもとに三
角測量の原理を利用して対象物までの距離を求める。パターン光を用いて特徴点を抽出す
れば、乳房のような表面に特徴点が無い被検体に対しても効果的である。
【００８９】
　本実施例では、支持体４００に実装されたカメラ６００は、被検体Ｅに対して任意の位
置に移動する構成となっているが、パターン光投影装置１３００は被検体Ｅに対して同じ
位置に固定されていることが望ましい。すなわち、パターン光Ｑ１～Ｑｎを被検体Ｅの同
じ位置（特徴点）に常に照射させて位置変動を計測する場合には、パターン光投影装置１
３００の位置は固定する必要があり、設置場所は支持体４００や走査部５００から分離さ
れた位置となる。しかしながら、被検体Ｅ表面の特徴点に対する位置変動の測定だけでな
く、被検体Ｅの３次元形状を測定するような場合には、カメラ６００とパターン光投影装
置１３００を同一の支持体４００に設置して運用することも可能である。
【００９０】
　以上説明したように、本実施例の被検体情報取得装置は、被検体の位置情報を検出して
、高感度領域Ｇの位置ずれを補正することにより、所望の領域における被検体のボリュー
ム情報の分解能を低下させない効果を有する。
【００９１】
　［実施例４］
　上述の実施例では、被検体に対する支持体４００の相対位置を様々に変えて、各相対位
置において取得された受信信号に基づいて、被検体Ｅの機能情報を取得する例を説明した
。すなわち、１回のレーザー照射によって得られた受信信号に基づいて被検体Ｅの機能情
報を取得していた。この手法によれば、レーザー照射のタイミング毎に高感度領域Ｇから



(17) JP 2017-38917 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

得られた受信信号に対して画像再構成アルゴリズムの信号処理を行うことで、支持体４０
０の動きに合わせた高感度領域Ｇの機能情報を毎回生成することが可能であった。そのた
め、支持体を移動させながら逐次処理（リアルタイム処理）によって機能情報をモニター
で閲覧するような構成に適している。つまり、支持体４００の走査に伴って、走査した箇
所の機能情報を順次更新できる。
【００９２】
　これに対して、本実施例４では、複数回のレーザー照射により得られた受信信号に基づ
いて被検体Ｅの機能情報を取得する。この手法は、信号処理の時間制約が厳しくない場合
に、信号処理をまとめて実施するような処理に好適である。この処理を、本実施例では、
オフライン処理と呼ぶ。実施例１では、演算処理によって得られたボリュームデータを位
置補正して、ボリュームデータを重ね合わせていた。いっぽう、本実施例では、受信信号
を位置補正した上で演算処理を実施し、ボリュームデータを生成する点で相違している。
本実施例の手法によれば、より高精度に被検体の移動による位置ずれを補正できる。本実
施例の装置構成は、上記実施例と同様の構成であって良い。
【００９３】
　図１１は、本実施例に係るオフライン処理の信号取得フロー例を示した工程図である。
Ｓ１００からＳ３００までの受信信号を取得するステップは、図５で示した処理と同じで
あるので、説明を省略する。本実施例では、ステップＳ３００の次に、ステップＳ４００
に代えてステップＳ３１０の処理が行われる。
【００９４】
　ステップＳ３１０においては、ステップＳ３００において取得された受信信号を、記憶
部７２０に記憶する。実施例１のステップＳ４００とは異なり、ここでは機能情報の取得
は行わないでよい。
　ステップＳ５００およびＳ６００の処理は、図５で示した処理と同様であるため、説明
を省略する。
【００９５】
　本実施例においては、ステップＳ６００に引き続いてステップＳ６１０の処理が行われ
る。ステップＳ６１０では、被検体の位置情報を記憶部７２０に保存する。
その後、ステップＳ７１０において、移動領域内での測定繰り返すか否かの判定を行い、
移動領域内に測定が済んでいない場合には、ステップ２００に戻る。移動領域内での測定
を繰り返さないと判定すると、測定を終了する。
　測定が終了した後、繰り返し実行されたステップＳ３１０、Ｓ６１０にて記憶部７２０
に記憶された信号を用いて、情報処理装置７００がオフライン処理を実行する。
【００９６】
　図１２は、本実施例に係るオフライン処理の信号処理フローを示した工程図である。本
実施例では、情報処理装置７００によって信号処理が行われる場合を説明する。ただし、
信号処理は、光音響装置が有する情報処理装置７００によって行うことに限らず、光音響
装置とは別に設けられたコンピュータによって行っても良い。ＧＰＵを複数実装したコン
ピュータを使うと、処理速度の高速化に有利である。
【００９７】
　図１１で示したフローに従って保存された、被検体Ｅから伝搬した音響波に基づく受信
信号と位置情報とを用いて、ボリュームデータが生成されるまでの処理を説明する。ボリ
ュームデータを生成する範囲は、ユーザーが入力部を介して指定しても良いし、情報処理
装置７００が所定の判断に基づいて指定しても良い。
　ステップＳ１０１では、指定した範囲のオフライン処理を開始する。
　ステップＳ２０１は、画像再構成アルゴリズムに従って演算する演算領域の所定位置を
決めるステップである。
【００９８】
　ステップＳ３０１では、ステップＳ２０１において定められた所定位置に対して、信号
処理に必要な複数の測定個所の受信信号を読み出す。ステップＳ４０１では、複数の受信
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信号を取得した際の被検体Ｅの位置情報を読み出す。
　ステップＳ５０１は、受信信号を処理して演算領域内の機能情報を算出するステップで
ある。このステップで、受信信号の測定時の被検体Ｅの位置のずれの補正も同時に行うこ
とにより、信号処理の位置誤差を低減できる。位置ずれの補正の具体的な一例として、被
検体Ｅと保持部１１００や音響マッチング材との界面を踏まえて、音速を補正する手法が
挙げられる。
【００９９】
　図１３は、Ｓ５０１における位置補正について説明する図であり、タイミングｔ０から
ｔ１の間の位置変化を示す。符号ｄ０，ｄ１はそれぞれ、タイミングｔ０，ｔ１における
探触子位置である。複数の変換素子３００がある場合、半球面の中心を探触子位置とみな
してもよい。符号ｃ０，ｃ１はそれぞれ、タイミングｔ０，ｔ１における高感度領域Ｇの
中心の位置である。またＥ０，Ｅ１は、タイミングｔ０とｔ１の間で体動により被検体位
置がずれた様子を示す。
【０１００】
　探触子位置がｄ０からｄ１に平行移動することにより、高感度領域Ｇの中心点もｃ０か
らｃ１に平行移動する。ここで、タイミングｔ０においては、点ｃ０は被検体の先端から
Ｄ０の深さに位置していた。一方、体動のため、被検体がｚ軸の正方向に移動したため、
タイミングｔ１においては、点ｃ１は、被検体の先端からＤ１の深さに位置することにな
る。つまり、高感度領域は、体動により、被検体のより浅い位置に移動している。一般的
に音響マッチング液の音速は生体の音速よりも速いため、タイミングｔ１とｔ２では、音
響信号が伝搬されるまでの時間が異なる。その結果、画像再構成の際に適切でない電気信
号を抽出することになり、機能情報の算出精度を低下させる原因となってしまう。
【０１０１】
　また、被検体Ｅの位置の変動は、受信信号の遅延時間、変換素子の指向性に起因する感
度の変動、変換素子から被検体Ｅまでに充填されている音響マッチング材８００を通過す
る距離の変動、などの影響を引き起こす。これらの影響について検討する。まず、感度の
変動については、信号のゲインを調整することが可能である。また、音響マッチング材８
００の通過距離については、体動の距離が分かれば、音響波の経路上における生体部分と
音響マッチング液部分それぞれの距離を取得できるので、補正可能である。
【０１０２】
　ステップＳ６０１では、所定位置での機能情報を重ね合わせてボリュームデータが生成
される。ステップＳ７０１は、指定した範囲の演算処理を繰り返すかどうかを判断する工
程である。指定した範囲内の演算処理が済んでいないと判断された場合にはステップＳ２
０１に戻り、処理を繰り返す。指定した範囲内の演算処理が済んでいると判断した場合に
は、ステップＳ８０１に進む。ステップＳ８０１でオフライン処理が終了し、指定した範
囲のボリュームデータが出力される。このボリュームデータは、画像として、ディスプレ
イ９００に表示されたり、記憶部７２０に記憶されたりする。
【０１０３】
　なお、指定した範囲内で設定する演算領域は、データ取得時に図６で示したスパイラル
形状に沿った領域に限定されない。例えば、ＸＹ方向に直行した四角形で構成することや
、複数の半径の異なる円で構成することも可能である。
【０１０４】
　本実施例によれば、複数回の受信信号を位置補正して、画像再構成アルゴリズムの信号
処理を実施する際に、被検体内の目標点から各変換素子に音響波が到達するまでの遅延時
間、変換素子の感度、音速の少なくとも一つのパラメータを補正出来る。その結果、生成
される機能情報の精度が向上する。
【０１０５】
　［実施例５］
　本発明の別の実施例を説明する。本実施例においては、被検体情報取得装置が、２つの
モードを選択的に実行できる。第１のモードは、実施例１で説明したように、１回の光照
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射に基づいて得られた電気信号から生成されたボリュームデータを位置情報に基づいて補
正するモードである。第２のモードは、実施例４で説明したように、複数の相対位置で得
られた電気信号を位置情報に基づいて補正しながらボリュームデータを生成するモードで
ある。
【０１０６】
　本実施例における被検体情報取得装置は、第１のモードによる動作を行うことで、光音
響測定を行いながら、被検体の位置ずれが補正されたボリュームデータの画像を随時更新
していく。そして、指定された測定範囲の測定が終了すると、第２のモードによる動作を
行う。つまり、第１のモードによる動作を通じて記憶部に記憶された受信信号に対して、
各受信信号が得られた際の被検体Ｅの位置情報に基づいて、位置ずれの補正を行って、ボ
リュームデータを得る。こうして得られたボリュームデータは、表示部に表示される。
【０１０７】
　本実施例によれば、被検体情報取得装置の操作者は、測定を行っている間もリアルタイ
ムに機能情報を確認でき、測定終了後に、より精度よく位置ずれが補正された画像を確認
できる。そのため、操作者にとって利便性の高い装置を実現できる。
【０１０８】
　［その他の実施形態］
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した各実施形
態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシス
テム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置の情報処理装置における１つ以上のプ
ロセッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機
能を実現する回路（例えば、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１００：光源，３００：変換素子，４００：支持体，５００：走査部
　６００：カメラ部，７００：情報処理装置
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